
様式第２号の１−②【⑴実務経験のある教員等による授業科⽬の配置】 
 
※専⾨学校は、この様式を⽤いること。⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校は、様式第２号の１

−①を⽤いること。 
 

学校名 神⼾・甲陽⾳楽＆ダンス専⾨学校 
設置者名 学校法⼈コミュニケーションアート 

 
１．「実務経験のある教員等による授業科⽬」の数 

課程名 学科名 

夜間･
通信
制の
場合 

実務経験のあ
る教員等によ
る授業科⽬の
単位数⼜は授

業時数 

省令で定める
基準単位数⼜
は授業時数 

配
置
困
難 

専⾨課程 

音楽ｸﾘｴｰﾀｰ科 
（昼間 I部） 

夜 ・
通信 

240 時間 240 時間  

ﾌﾟﾛﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ科

（昼間 I部） 

夜 ・
通信 

180 時間 160 時間  

ﾌﾟﾛﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ科

（昼間 II部） 
夜 ・
通信 

180 時間 160 時間  

商業音楽科 
（昼間 I部） 

夜 ・
通信 

180 時間 160 時間  

ﾀﾞﾝｽ&ｱｸﾀｰｽﾞ科 
（昼間 I部） 

夜 ・
通信 

180 時間    160 時間           

ﾀﾞﾝｽ&ｱｸﾀｰｽﾞ科 
（昼間 II部） 

夜 ・
通信 

180 時間 160 時間  

音楽ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ科 
（昼間 II部） 

夜 ・
通信 

360 時間 320 時間  

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科⽬」の⼀覧表の公表⽅法 
ホームページにて公表。 
https://www.music.ac.jp/public_info/ 

 

 



３．要件を満たすことが困難である学科 
学科名 
（困難である理由） 

 


